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○草加八潮消防組合個人情報保護条例施行規則 

平成28年３月31日 

規則第６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、草加八潮消防組合個人情報保護条例（平成28年条例第10号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（書面等の様式） 

第２条 条例に規定する書面等の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

とおりとする。 

(1) 条例第６条第１項の規定による届出、条例第６条第３項の規定による届出及び条例

第11条第１項の規定による届出 個人情報取扱事務登録簿・個人情報ファイル登録

簿・個人情報取扱事務委託等登録簿（様式第１号） 

(2) 条例第12条第２項に規定する身分を示す証明書 身分証明書（様式第４号） 

(3) 条例第14条第２項に規定する身分を示す証明書 身分証明書（様式第５号） 

(4) 条例第17条第１項に規定する書面 保有個人情報開示請求書（様式第６号） 

(5) 条例第21条第１項に規定する書面 保有個人情報開示決定通知書（様式第７号） 

(6) 条例第21条第２項に規定する書面 保有個人情報一部開示決定通知書（様式第８号） 

(7) 条例第21条第３項に規定する書面 保有個人情報不開示決定通知書（様式第９号） 

(8) 条例第22条第２項に規定する書面 保有個人情報開示決定等期間延長通知書（様式

第10号） 

(9) 条例第23条に規定する書面 保有個人情報開示決定等期限特例適用通知書（様式第

11号） 

(10) 条例第24条第１項に規定する書面 保有個人情報開示決定等に係る意見照会書（様

式第12号） 

(11) 条例第24条第２項に規定する書面 保有個人情報開示決定等に係る意見書提出機

会付与通知書（様式第13号） 

(12) 条例第24条第１項及び第２項に規定する意見書 保有個人情報開示決定等に係る

意見書（様式第14号） 

(13) 条例第24条第３項に規定する書面 保有個人情報開示決定第三者宛て通知書（様式

第15号） 

(14) 条例第27条第１項に規定する書面 保有個人情報訂正等請求書（様式第16号） 
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(15) 条例第28条第１項に規定する書面 保有個人情報訂正等決定通知書（様式第17号） 

(16) 条例第28条第２項に規定する書面 保有個人情報一部訂正等決定通知書（様式第

18号） 

(17) 条例第28条第３項に規定する書面 保有個人情報不訂正等決定通知書（様式第19

号） 

(18) 条例第29条第２項に規定する書面 保有個人情報訂正決定等期間延長通知書（様式

第20号） 

(19) 条例第32条の規定による通知 保有個人情報開示等審査諮問通知書（様式第21号） 

(20) 条例第33条において準用する条例第24条第３項に規定する書面 審査請求に対す

る決定第三者宛て通知書（様式第22号） 

（個人情報保護管理者） 

第３条 条例第９条第２項に規定する個人情報保護管理者は、別表第１左欄に掲げる機関の

区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる職にある者とする。 

（任意代理人による開示請求等における本人確認） 

第４条 条例第16条第３項の規定（条例第26条第２項及び第26条の３第２項において準備

する場合を含む。）により本人の委任による代理人（以下「任意代理人」という。）が特

定個人情報の開示請求等をするときは、任意代理人は、実施機関に対し、本人の実印の押

印のある委任状、本人の印鑑登録証明書及び任意代理人の身分を証明する書面を提出し、

又は提示しなければならない。 

２ 任意代理人がやむを得ない理由により前項に掲げる書面を提示し、又は提出することが

できないときは、実施期間は、任意代理人による保有特定個人情報の開示請求等に関する

通知書（様式第23号）により本人に当該開示請求等があった旨を通知し、当該開示請求

等が本人の意思に基づくものでない場合にその意思を表示する機会を与えなければなら

ない。 

（遵守事項等） 

第５条 条例第25条第１項の規定により保有個人情報を閲覧し、又は視聴する者は、当該

保有個人情報を改ざんし、破損し、又は汚損してはならない。 

２ 実施機関は、前項の規定に違反する者に対し、当該保有個人情報の閲覧又は視聴を中止

させ、又は禁止することができる。 

３ 条例第25条第１項の規定による写しの交付部数は、１部又は１巻とする。 

（保有個人情報の写しの作成等に要する費用） 
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第６条 条例第30条第２項に規定する保有個人情報の写しの作成又は送付に要する費用は、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 保有個人情報の写しの作成に要する費用 別表第２に定める額 

(2) 保有個人情報の写しの送付に要する費用 郵便料金等の額 

（保有特定個人情報の写しの作成に要する費用の免除） 

第７条 実施期間は、条例第30条第３項の規定により、保有特定個人情報の写しの交付を

受ける者（法定代理人又は任意代理人による開示請求の場合にあっては本人）が経済的困

難その他特別な理由により保有特定個人情報の写しの作成に要する費用を納付する資力

がないと認めるときは、保有特定個人情報の写しの作成に要する費用を免除することがで

きる。 

２ 前項の規定による保有特定個人情報の写しの作成に要する費用の免除を受けようとす

る者は、条例第21条に規定する開示請求に対する決定の通知を受け取った後、遅滞なく

当該免許を求める額及びその理由を記載した保有特定個人情報の写しの作成に要する費

用の免除申請書（様式第24号）を実施機関に提出しなければならない。 

３ 前項の申請書には、申請人が生活保護法（昭和25年法律第144号）第11条第１項各号に

掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを

証明する書面と、その他の未定を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添

付し、又は提示しなければならない。 

第８条 削除 

（その他） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、草加市個人情報保護条例施行規則（平成13年草加

市規則第２号）（草加市消防本部に関する部分に限る。）又は八潮市個人情報保護条例施

行規則（平成17年八潮市規則第47号）（八潮市消防本部に関する部分に限る。）の規定

により行われた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた

ものとみなす。 

別表第１（第３条関係） 
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管理者 草加八潮消防局組織規則（平成28年規則第37号）第2条の規定に

より設置された課の長、消防署長、分署長及び所長 

議会 書記長 

監査委員 書記長 

公平委員会 書記長 

別表第２（第６条関係） 

保有個人情報の種類 金額 

1 文書、図面、フィルム

及び電磁的記録（録音

及び録画に係るものを

除く。） 

普通紙日本工業規格A4判以下 1面につき 白黒10円 

カラー50円 

普通紙日本工業規格A3判 1面につき 白黒10円 

カラー80円 

普通紙日本工業規格A2判 1面につき 白黒120円 

カラー210円 

普通紙日本工業規格A1判 1面につき 白黒130円 

カラー220円 

普通紙日本工業規格A0判 1面につき 白黒150円 

カラー230円 

2 写真 実費相当額 

3 録音及び録画に係る

もの 

録音テープ等を実施機関が購入

した場合 

当該録音テープ等の実費相当

額 

録音テープ等を開示請求者が持

参又は送付した場合 

無料 

備考 写真を乾式複写機で普通紙に複写したときは、第１号の区分の金額とする。 
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